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により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

肱 川 発 電 所 平成１６年６月１日

北 宇 和 病 院 〃

銅 山 川 発 電 所 〃

三 島 病 院 〃

新 居 浜 病 院 〃

南 宇 和 病 院 平成１６年６月２日

西条地区工業用水道管理事務所 〃

今治地区工業用水道管理事務所 〃

今 治 病 院 〃

松山地区工業用水道管理事務所 平成１６年６月３日

中 央 病 院 〃

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成１６年６月８日

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

（監査の結果）

１ 工業用水道事業

� 西条地区工業用水道事業における工業用水料金未収入金（納

期到来分）については、早期回収に努力が望まれる。

� おおむね安定した経営がなされているが、今治地区工業用水

道事業については、タオル業界の不振により給水率が４４．４パー

セントにとどまっている。このような厳しい状況を踏まえ、工

業用水の上水への転用等について関係機関・団体と協議がなさ

れているが、今後、未利用水の有効活用の観点から協議の進展

を期待したい。

また、一部給水を行っている西条地区工業用水道事業につい

ては、平成１５年度末の契約給水量が計画給水量の２１．８パーセン

トにとどまっており、さらに、将来建設が完了した時点におい

て、建設仮勘定に整理されている未稼動資産を本勘定に振り替

えることにより、費用が大幅に増加し、厳しい経営状況となる

ことは必至である。

今後においては、市町村合併が進展する中、広域的、総合的

な水資源の活用を現実的課題としてとらえ、工業用水のみなら

ず、水需要の拡大に一層の努力が望まれる。

２ 土地造成事業

残地については今後も適切な措置が望まれる。

３ 病院事業

� 個人医業未収金（納期到来分）については、早期回収になお

一層の努力が望まれる。

（平成１６年３月３１日現在）

区 分
過年度未収金
� 円

現年度未収金
� 円

未収金合計
�＋�円

中 央 病 院 １１１，１０２，０７３ ６３，７０６，８２４ １７４，８０８，８９７

今 治 病 院 ３４，２５５，０４３ １５，３０２，６４０ ４９，５５７，６８３

三 島 病 院 １７，４４９，５５９ ６，９５９，４４０ ２４，４０８，９９９

南宇和病院 １８，１４６，８３０ ５，３１７，５５０ ２３，４６４，３８０

北宇和病院 ２，０８７，５８０ １，５４９，４７０ ３，６３７，０５０

新居浜病院 １４，６８２，７５４ １８，８４４，５９８ ３３，５２７，３５２

計 １９７，７２３，８３９ １１１，６８０，５２２ ３０９，４０４，３６１

� 経営成績については、入院・外来収益の増加や遊休資産の売

却処分に伴う固定資産売却益等の特別利益により、総収益は、

前年度に比べて１億８，６００万円増加している。一方、総費用も

前年度に比べて７，６００万円増加しているが、単年度収支では、

１億３，８００万円余の純利益が生じ、累積欠損金は２１６億円余と

なっている。

経営の改善については、病院経営を取り巻く環境が厳しい中

、県立病院がその使命・役割を果たしながら、「愛媛県立病院

財政健全化計画」の目標の一つである「単年度収支の均衡」を

達成したことは一応の評価ができるものである。しかしながら

、依然として多額の累積欠損金を抱えており、経営成績が好転

しているとはいえ、健全な経営の姿にはほど遠いといわなけれ

ばならない。

また、個人医業未収金については、「未収金取扱要領」に基

づく事務処理の統一化などを通じ、発生防止、早期回収、債権

管理の適正化に懸命の努力が払われているが、過年度未収金は

依然として増加傾向にあり、今後とも未収金対策の強化に努め

る必要がある。

各病院の職員は、事業実績や財務体質について理解を深め、

「第２次愛媛県立病院財政健全化計画」の目標等を十分認識し

ながら、経営への主体的な参画意識を持って、各々の職務に知

恵を絞り、創意工夫を積み重ねていくことが望まれる。

なお、経営健全化を進めるに当たっては、公的医療機関とし

ての使命・役割を踏まえ、地域の各医療機関との一層の連携強

化に努め、他方、これらの医療機関とは互いに切磋琢磨し合う

関係にもあることから、各病院にあっては、保有する施設・設

備等の有効活用を通じて診療機能を十分に発揮し、事業を有利

に展開するという積極的な姿勢を持つことを期待する。

毎週（火・金）曜日発行 第１７０６号外１ 平成１７年１０月２８日

平成１７年１０月２８日金曜日 第１７０６号外１

愛 媛 県 報
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により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

（措置の内容）

１ 工業用水道事業

� 西条地区工業用水道事業における工業用水道料金未収金（納

期到来分）は、１５年度末現在、１，７４０，５８２円であり、滞納企業

に対し、訪問、電話等による納入指導を継続して実施したが、

回収に至らなかった。

給水企業の資金繰りの悪化などから、滞納企業が１社から２

社となり、１６年度末現在の未収金額は５，９２６，３６６円と増加して

おり、滞納企業から「工業用水使用中止届出書」や「工業用水

道料金に係る確認書及び納付計画書」の提出を求め、更なる未

収金の発生防止や納入督促に努めた。

今後とも、工業用水道料金の適期収入に留意するとともに、

未収金の早期回収に努めたい。

� 今治地区工業用水道事業については、今後の給水量拡大の見

通しも困難なことから、新たな水源を模索している今治市との

間で工業用水の一部を上水へ転用する方向で、今治市及び関係

機関と協議を進めているところである。

西条地区工業用水道事業については、近年の需要動向による

と全量売水の見通しが立ち難いため、今後の経営健全化に向け

た方策を検討していくとともに、「西条地区工業用水売水促進

班」の活動を通じ、工業用水としての需要拡大に努めていると

ころである。

２ 土地造成事業

平成１６年度に３社が立地するなど、経済労働部、地元西条市と

も協力・連携し、企業誘致に努めているところである。今後にお

いても、残地への新規立地が早期に実現できるよう、経済労働部

とも協議のうえ適切かつ効果的な措置を講じて参りたい。

３ 病院事業

� 個人医業未収金については、発生を極力防止するとともに、

発生した場合は、速やかな回収に努めている。平成１６年度は、

１４年度に策定した「愛媛県病院事業未収金取扱要領」に基づき

、未収金発生時の早期督促の強化や診療費等預り金の制度化、

債権管理方法の統一などを行い、未収金の発生防止に努めると

ともに、各病院で未収金回収計画を策定し、効率的な回収を図

っている。また、病院事務局職員全員を現金取扱員として任命

し、本局と病院事務局職員による共同臨戸訪問を実施するなど

、回収強化を図っており、今後とも、未収金の発生防止と早期

回収に一層努力して参りたい。

（平成１７年３月３１日現在）

区 分
過年度未収金
� 円

現年度未収金
� 円

未収金合計
�＋�円

１６年３月３１日
現在の未収金

中 央 病 院 １０３，８５０，５６９ ５７，９６３，６７１１６１，８１４，２４０１７４，８０８，８９７

今 治 病 院 ３６，０４６，８７９ １７，７７９，５０３ ５３，８２６，３８２ ４９，５５７，６８３

三 島 病 院 １９，９００，８１０ ２，８８７，７７０ ２２，７８８，５８０ ２４，４０８，９９９

南宇和病院 １９，８５０，５６５ ７，２４８，７７７ ２７，０９９，３４２ ２３，４６４，３８０

北宇和病院 ２，２０８，１９０ ４，２１８，７５０ ６，４２６，９４０ ３，６３７，０５０

新居浜病院 １７，５００，４９６ ２４，２０４，９４３ ４１，７０５，４３９ ３３，５２７，３５２

計 １９９，３５７，５０９１１４，３０３，４１４３１３，６６０，９２３３０９，４０４，３６１

� 平成１５年度に策定した「第２次財政健全化計画」（平成１６年

度～２０年度）では、財政健全化に向けた各方策を実施すること

としており、引き続き、収益の増加と費用の節減に努め累積欠

損金の縮減を図ることとしており、その実施に当たっては、あ

らゆる機会を通じて病院職員に対し、その内容を周知徹底する

ことにより、経営意識やコスト意識を高揚させるとともに、財

政健全化に係る経営分析に基づいた計画の執行管理を行うなど

、本局と病院の職員が一丸となって、財政健全化に向けて努力

している。平成１６年度は、診療科の新設・充実と不採算診療科

の縮小・廃止、病床数と看護体制の見直し、高度医療機器の更

新延長などの財政健全化方策を実施し、効率的・効果的な病院

運営に努めたところである。

なお、県立病院が果たすべき役割や地域における医療資源、

患者動向、採算性等を総合的に判断して、強化すべき機能は強

化し、地域に任せるべき機能は任せるなど、診療機関の見直し

を行い、地域の医療機関との機能分担を図るとともに、県立病

院間の連携や診療機能の補完、また、各県立病院に設置してい

る地域医療連携室の活用による病病・病診連携の推進を図って

いくことにより、県民に高度で良質な医療を提供し、併せて患

者増による収益増を図って参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１６年７月１６日

今 治 地 方 局 建 設 部 平成１６年７月２２日

宇 和 島 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１６年７月２７日

宇 和 島 地 方 局 建 設 部 平成１６年７月２９日

西 条 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１６年８月１８日

八 幡 浜 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１６年９月２日、
平成１６年９月３日

八 幡 浜 地 方 局 建 設 部 平成１６年９月３日

大 洲 土 木 事 務 所 〃

松 山 地 方 局 総 務 福 祉 部 平成１６年９月７日

松 山 地 方 局 産 業 経 済 部 平成１６年９月８日

松 山 地 方 局 建 設 部 平成１６年９月９日

（監査の結果）

１ 県税については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整

理についてもなお一層の努力が望まれる。

（今治地方局総務福祉部）

２ 県税については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整

理についても一層の努力が望まれる。

（宇和島地方局総務福祉部）

（西条地方局総務福祉部）

（八幡浜地方局総務福祉部）

（松山地方局総務福祉部）

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理

についてもなお一層の努力が望まれる。

（今治地方局総務福祉部）

（八幡浜地方局総務福祉部）

（松山地方局総務福祉部）

４ 知的障害者福祉施設入所措置費負担金については、滞納繰越分

の整理に一層の努力が望まれる。 （宇和島地方局総務福祉部）

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号外１
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口を開設した。今後も納税秩序を確立し、税収の確保を図るた

め、県税の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分のなお一

層の整理を図ることとしている。

なお、滞納繰越額の約２分の１を占める個人県民税について

は、管内各市と連携を密にし、共同催告文書の送付、共同徴収

の実施をより積極的に働きかけ、併せて、特別徴収未指定事業

主に対しての特別徴収への移行を要請するなど滞納額の縮減に

努めたい。

� 八幡浜地方局総務福祉部（現所管：八幡浜地方局総務県民部

）

県税の適期収入については、口座振替の普及、自動車税納期

内納付キャンペーンの実施、納税貯蓄組合の育成指導、広報に

よる啓発等により、自主納税の促進に努めた。

滞納となったものについては、案件ごとの対処方針を定め、

整理の進行管理を行うとともに、夜間・休日徴収、差押の早期

着手等に努めた結果、平成１６年度に繰り越した未収金２３１，６５４

，９２１円は、平成１７年３月３１日現在で、１５９，８０５，８２２円まで減少

した。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の

適期収入に留意するとともに、滞納繰越分の整理に努めたい。

� 松山地方局総務福祉部（現所管：松山地方局総務県民部）

県税の適期収入については、自動車税納期内納付キャンペー

ン等の各種広報の啓発活動を積極的に行い期限内自主納付の促

進に努めている。

滞納となったものについては、総務部管理局税務課長及び各

地方局の税務管理課長等を委員とする県税徴収確保対策委員会

で徴収確保対策について幅広く検討するとともに、滞納整理事

務処理計画に基づき「年末滞納クリーンアップ月間」等の滞納

整理特別対策月間を設定し、夜間・休日の電話催告・臨戸徴収

等による滞納整理の強化を行うと共に、個人県民税の市町との

共同徴収、給与・預金等の積極的な差押え、換価処分の促進等

を実施するなど滞納整理に努めた結果、松山地方局管内におい

て平成１６年度に繰り越した未収金３，５５１，１４７，３００円が、平成１７

年３月３１日現在で２，４９２，８２２，２０１円に減少した。

なお、１７年度からは県税の徴収確保について、より一層幅広

く検討するため、従来の県税徴収確保対策委員会を発展的に解

消し、総務部長を本部長として新たに設置された愛媛県徴収確

保対策本部で徴収確保の取組みの強化を図ることとしている。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めたい。

３� 今治地方局総務福祉部（現所管：今治地方局健康福祉環境部

）

母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金

償還金については、資金の貸付申請時において、母子自立支援

員と連携して、制度の十分な説明と適正な償還計画の指導を行

うとともに、償還開始時期には借主に償還が始まる旨を連絡す

るなど、適期収入に努めるとともに、納付がなかった者に対し

ては、督促状の発送、借主若しくは保証人への電話や訪問によ

る督促を行うなど償還指導に努めた。

しかしながら、近年の景気の低迷による就職困難や疾病等に

より、生活に困窮し償還できない者が多く、償還未済額は５６０

，３４０円となった。

なお、前年度からの滞納繰越額４９６，９００円については、償還

額２４６，７６０円、償還率４９．７％（対前年＋１９．７ポイント）の納入

を得ることができた。

この貸付金償還金は、本特別会計における貸付金の財源であ

ることから、今後とも、借主の生活状況に応じた適切な償還指

導により滞納繰越分の整理など収入の確保に努めたい。

５ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権

管理が望まれる。 （松山地方局産業経済部）

（宇和島地方局建設部）

（松山地方局建設部）

６ 県営住宅貸付料については、適期収入に留意するとともに滞納

繰越分の整理についても努力が望まれる。（今治地方局建設部）

７ 県営住宅貸付料については、適期収入に努力が望まれる。

（宇和島地方局建設部）

８ 県営住宅貸付料については、適期収入に留意するとともに滞納

繰越分の整理についてもなお一層の努力が望まれる。

（八幡浜地方局建設部）

９ 県営住宅貸付料については、適期収入に留意するとともに滞納

繰越分の整理についても一層の努力が望まれる。

（松山地方局建設部）

１０ 作業服等の購入方法（分割発注の採用）に留意を要するものが

認められた。 （八幡浜地方局建設部）

１１ 雑入（延滞利息（工事請負契約に伴うもの。））については、

適切な債権管理が望まれる。 （大洲土木事務所）

（措置の内容）

１ 今治地方局総務福祉部（現所管：今治地方局総務県民部）

県税の適期収入については、自動車税納期内納付キャンペーン

における出張収納窓口等の開設や口座振替の推進、広報紙の活用

等により自主納税の促進に努めた。

滞納となったものについては、具体的数値目標を掲げた滞納繰

越額縮減計画を策定し、的確な事案管理と進行管理の徹底により

組織的な滞納整理を推進した。特に、滞納整理特別強化月間にお

いては、休日徴収や夜間催告、休日・夜間収納窓口の開設ととも

に、滞納者全員に一斉の差押予告書を送付するなど集中的、計画

的に滞納整理を行った。また、滞納者に対する広範な財産調査と

早期の差押着手、換価処分の促進等により滞納税の徴収に努力し

た。

その結果、平成１６年度に繰り越した未収入金８６８，９３１，７２１円が

平成１７年３月３１日現在で６７８，８３０，８５９円に減少した。

今後とも、県民の納税意識の高揚を図り、県税の適期収入に努

めるとともに滞納繰越分の整理を進め、税収の確保に努めたい。

２� 宇和島地方局総務福祉部（現所管：宇和島地方局総務県民部

）

県税の適期収入については、県の街頭啓発活動等による広報

や市町村を通じた広報等により期限内自主納税の促進に努めた

。

滞納となったものについては、各地方局の税務課長等を委員

とする県税徴収確保対策委員会の方針に基づき、当局では月別

行動計画表の策定、財産・勤務先（給料）等調査、夜間電話催

告・休日徴収等効率的な滞納整理に努力した結果、平成１６年度

に繰越した未収金２５３，２４７，２６９円が、平成１７年３月３１日現在で

１６４，３１０，４９９円に減少した。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の

適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めたい。

� 西条地方局総務福祉部（現所管：西条地方局総務県民部）

県税の適期収入については、納税貯蓄組合の育成指導や広報

等による啓発により自主納税の促進に努めている。

滞納繰越分の整理については、滞納整理実施計画を策定し、

夜間一斉電話催告、夜間臨戸徴収、管内市との共同徴収、債権

を中心とした差押えの早期着手と換価処分の促進等の滞納整理

に努力した結果、平成１６年度に繰り越した未収入金７６０，７０９，８

４６円が、平成１７年３月３１日現在４８７，６０９，８９７円に減少した。

また、７月には一斉に催告書を発付し、１２月は、滞納クリー

ンアップ月間として県下一斉休日徴収、休日収納・夜間収納窓
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� 八幡浜地方局総務福祉部（現所管：八幡浜地方局健康福祉環

境部）

母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金

償還金については、資金の貸付申請時に、母子自立支援員と連

携して、制度の十分な説明と適正な償還計画の指導を行うとと

もに、償還開始時期には借主にこの旨連絡し、重ねて納入指導

を行うなど、適期収入に努めるとともに、納付がなかった者に

ついては、督促状の発送、借主又は保証人に対し電話や訪問に

よる督促を行うなど償還指導に努めた。

しかしながら、近年の景気の低迷による就職困難や疾病等に

より、生活に困窮し償還困難な者が多く、償還未済額は４，６５５

，２２６円となった。

なお、前年度からの滞納分については、３，９４８，５１９円の調定

額に対し、３３９，３２６円の償還、償還率８．６％（対前年＋１．１ポ

イント）となっており、滞納者２０名中１１名から一部納入を得る

ことができた。

この貸付金償還金は、新規貸付申込者の財源ともなることか

ら、今後とも、借主の生活状況に応じた適切な償還指導により

収入の確保に努めたい。

� 松山地方局総務福祉部（現所管：松山地方局健康福祉環境部

）

母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金

償還金については、資金の貸付申請時において、母子自立支援

員と連携して、制度の十分な説明と適正な償還計画の指導を行

うとともに、償還開始時期には借主に償還が始まる旨を連絡す

るなど、適期収入に努めるとともに、納付がなかった者に対し

ては、督促状の発送、借主若しくは保証人への電話や訪問によ

る督促を行うなど償還指導に努めた。

しかしながら、近年の景気の低迷による就職困難や疾病等に

より、生活に困窮し償還できない者が多く、平成１６年度の償還

未済額は５，２８７，６５６円となった。

なお、前年度からの滞納繰越額５，３０７，３２８円に対し、償還額

８１３，８９２円、償還率１５．３％（対前年＋７．８ポイント）となって

おり、滞納者１７名中１名が完済、７名から一部納入を得ること

ができた。

この貸付金償還金は、本特別会計における貸付金の財源であ

ることから、今後とも、借主の生活状況に応じた適切な償還指

導により滞納繰越分の整理など収入の確保に努めたい。

４ 宇和島地方局総務福祉部（現所管：宇和島地方局健康福祉環境

部）

平成１５年度末収入未済額８４４，４００円に対し、納入指導を行い、

１６年度中に２３６，０００円の納入があった。

未納者は３名であり、それぞれ経済的な理由で一括納入は難し

いことから支払計画書の提出、あるいは現入所施設の協力を得て

、現在計画的に納入がなされているところである。

今後とも負担金支払計画書に基づきながら早期完納について指

導を続けて参りたい。

５� 松山地方局産業経済部

Ａ社の違約金については、平成１５年２月７日、同社が破産宣

告を受けたため、平成１５年２月２５日に「債権届出書」を松山地

方裁判所に提出した。現在、破産者の資産の所有権をめぐり債

権者と管財人の間で、係争中（１７年５月２３日現在までに口頭弁

論等を１６回行っている。）であるので、結審を待って債権回収

に努めたい。

� 宇和島地方局建設部

平成１２年度に発生した違約金については、平成１４年４月２７日

に債務者に対し納入督促を行い、時効中断の措置を講じたとこ

ろである。

しかしながら、当該債務者に係る財産は皆無の状況であるこ

とから、今後は、債権回収の可能性を探るとともに、不納欠損

処分の可否についても検討して参りたい。

� 松山地方局建設部

Ａ社の違約金については、平成１５年２月７日、同社が破産宣

告を受けたため、平成１５年３月５日に「債権届出書」を松山地

方裁判所に提出した。現在、破産者の資産の所有権をめぐり債

権者と管財人の間で、係争中（１７年５月２３日現在までに口頭弁

論等を１６回行っている。）であるので、結審を待って債権回収

に努めたい。

６ 今治地方局建設部

平成１５年度末時点における県営住宅貸付料滞納分（１６名１，２９１

，５００円）については、滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、

呼出し、訪問指導等を行い未収金の徴収に努めた結果、平成１６年

度において１５名９２０，７００円の納入があった。

今後とも住宅貸付料の適期収入に留意するとともに、滞納繰越

分については収入の確保に努めたい。

７ 宇和島地方局建設部

平成１５年度末時点における県営住宅貸付料滞納分（２０名５７７，３

００円）については、滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、呼

出し、訪問指導等を行い未収金の徴収に努めた結果、平成１６年度

において１２名４２５，２００円の納入があった。

今後とも住宅貸付料の適期収入に留意するとともに、滞納繰越

分については収入の確保に努めたい。

８ 八幡浜地方局建設部

平成１５年度末時点における県営住宅貸付料滞納分（５名、１，６

０８，０３３円）については、滞納者及び保証人に対し、督促状の送付

、呼出し、訪問指導等を行い、未収金の徴収に努めた結果、平成

１６年度において３名、２９１，６００円の納入があった。

今後とも住宅貸付料の適期収入に留意するとともに、滞納繰越

分については収入の確保に努めたい。

９ 松山地方局建設部

平成１５年度末時点における県営住宅貸付料滞納分（４４８名６６，１

０５，２２０円）については、愛媛県県営住宅家賃滞納整理要領に基づ

き、本人及び保証人に対し、督促状の送付、呼出し、戸別訪問等

を行う等、積極的に納付指導を行うとともに、特に悪質滞納者に

対しては、２２名に対し明渡請求を行い滞納の解消に努めた結果、

平成１６年度中に２８７名１９，１１２，６００円の納付があった。

また退去者のうち、行方不明者で、保証人も死亡等により不存

在となり時効が完成した２６名（２，４８０，８００円）については、不納

欠損処分を行った。

今後とも住宅貸付料の適期収入に留意するとともに、滞納繰越

分についても収入の確保に努めたい。

１０ 八幡浜地方局建設部

作業服等に限らず、同時期にまとめて購入することが適当と認

められる同種の物品については、一括して契約することとした。

１１ 大洲土木事務所

債務者に対し、平成１６年５月２５日付、平成１６年８月２７日付、平

成１６年１２月６日付、平成１７年３月１４日付で催告書を送付し、未収

金の納入を催促した。

平成１７年２月１８日に債務者宅を訪問したが転居しており、元の

事務所にも不在のため、面談できなかった。現在、大洲市役所を

通じて行方を調査中である。

所在が確認できれば、引き続き督促等を行い、早期納入を図り

たい。
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�公表第２９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１７年１０月２８日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

経 営 支 援 課 平成１６年１０月２２日

（監査の結果）

１ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金及

び施設共同化資金貸付金償還金については、滞納繰越分の整理に

なお一層の努力が望まれる。

２ 中小企業振興資金特別会計における繊維工業構造改善資金貸付

金償還金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の

整理についても努力が望まれる。

３ 中小企業振興資金特別会計における設備近代化資金貸付金償還

金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に

ついても一層の努力が望まれる。

（措置の内容）

１ 高度化資金貸付金償還金は、昭和３８年度と昭和３９年度に貸付け

たものであるが、債務者である組合は昭和４０年に倒産し、昭和４４

年に担保物件の処分を行うことで一部を回収（４５０，０００円）した

ものの、組合は昭和５６年に解散し理事長、保証人とも死亡ないし

行方不明となっており、３，８７７，８３５円の債権は事実上回収困難の

状態が長期間継続していた。このたび、独立行政法人中小企業基

盤整備機構（以下「中小機構」という。）との間で債権放棄に向

けた環境が整ったので、早期に権利放棄を行うこととしたい。な

お、平成１５年度末時点で収入未済であった１組合７，７４７，０００円に

ついては、平成１６年７月１２日に全額回収した。

また、施設共同化資金貸付金償還金については、貸付先の組合

は既に解散しており、貸付主体である中小機構が平成１５年度に担

保物件の処分を行い一部回収（３３２，１６５円）したところであるが

、その後回収できず１組合９，３２２，７７９円は残ったままとなってい

る。今後とも中小機構と協調しながら債権整理に努めたい。

２ 滞納繰越分の当該企業についての現状把握を行うとともに、貸

付主体である中小機構と協調し分割納入等による徴収に努めた結

果、平成１５年度末残高は２組合１０５，７０３，７０５円であったが、平成

１６年度には７９６，１５６円の回収が実現できた。今後とも中小機構と

協調しながら債権整理に努めたい。

３ 平成１５年度末の収入未済分（８企業３６，５２３，９９８円）については

、経営支援課及び各地方局担当職員により、当該企業についての

現状把握を行うとともに、分割納入等による徴収等に努めた結果

、平成１６年度には、１，８３５，０００円の回収が実現できた。今後とも

、各地方局と連携を図りながら、分割納入等の指導により収入の

確保に努めたい。

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号外１

５



古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１７年１０月２８日 印刷
平成１７年１０月２８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円６

愛 媛 県 報平成１７年１０月２８日 第１７０６号外１


